
 特定行為は、医師・歯科医師の包括的指示のもと、あらかじめ作成した「手順書」
に基づき、高度かつ専門的な知識と技能を身につけた看護師に対し医療行為の
一部を行わせるものです。 

 国は、急性期医療から在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成すること
を目的 としており、特定行為を行う看護師10万人をめざしています。 

「特定行為」は、誰が行うのか？ 

 ①特定行為を手順書により行う看護師 
  ※指定研修機関において特定行為研修を受ける必要があります。 
 

 ②全ての看護師 
  ※膨大な時間が必要とされる研修を受けていなくても、医師の直接的指示のもとで  
   あれば、全ての看護師が特定行為を行うことができます。 

「研修」とは？その方法とは？ 

 特定行為研修の受講者は、概ね3～5年以

上の実務経験を有する看護師と想定されて
います。研修では、まず特定行為に共通する
科目を合計315時間学び、その後区分別に
必要な研修を行います。 

特定行為の実施方法は？ 

「診療の補助」とは？ 

 国は、医療行為のうち、絶対
的医行為以外を「診療の補助」  

現場の私たちはどうすればよいのか？ 
 制度運用は既に始まっています。看護師の業務がどのように
変わるのかを知り、課題を共有しましょう。また、各現場で課題
の解決に向け、労働組合が何に取り組むべきか共有しましょう。  
             ↓↓裏へ続く↓↓ 

はじめに・・・ 
 

 団塊世代が後期高齢者となる2025年に向けて、保健師助産師看護

師法の一部改正により、診療の補助のうち、「特定行為にかかる看護
師の研修制度」の運用が開始されました。 

 法の解釈により、全ての看護師が「診療の補助」として特定行為を行
えるため、各職場での制度運用整備を行わなければ、さらなる看護業
務や医療事故の増加につながる懸念があります。  

 実際に医療提供を行う現場では、制度の導入の可否を含め、制度内
容と課題を共有し、安全な医療が提供できるよう取り組まなければなり
ません。 

として位置付けて
います。  ！ 

 



特定行為の職場導入にあたって自治労の役割 

あなたの職場では、 
「特定行為」を導入 
しますか？ 

  組合は、①～③の 
取り組みを行いましたか？ 
 ①職場集会開催やチラシ等 
 で職場に周知 
 ②職場内の意見を集約 
 ③当局からの説明、協議など  

 今後導入の可能性もあります。 

制度と課題についてより多くの
職員が理解を深められるよう取
り組みが必要です。 

 医師の直接的指示のもとすべ
ての看護師が特定行為を行う可
能性もあります。 

 組合は、現場の意見集約と当
局との協議を行います。 

 現場への特定行為導入にあたっては、職員からの意見集約や、人員確
保・賃金労働条件の確保、医療の質を守ることなどの組合が果たすべき
重要な役割があります。 

は
い 

いいえ 

2015年10月1日より研修が開始
されます。 

 組合を通し、特定行為に対する
当局の考えを確認しましょう。 

いいえ 

積極的に特定行為を 
希望する職員はいますか？ 

は
い 

いいえ 

は
い 

eラーニングでの職務外研修や、 

費用自己負担など本人の不利益に
ならないよう当局と交渉が必要です。 
＜交渉のポイント＞ 

・事前に本人の意思を確認し、研修時
間や費用のあり方を事前に知らせる
こと。 

 ＜交渉のポイント＞ 
・看護師の業務拡大とならないための特定
行為研修時の職場の人員配置。 
・制度導入の前に人員確保はできているか。 

・医師の直接的指示特定行為研修と同等の
研修を義務付けること。 
・職務に相応しい賃金労働条件の向上。 
・患者に不利益を与えないものとすること。 

        看護師の診療の補助における特定行為の懸念・問題点 
 
①これまで医師が行ってきたことを看護師が行うことは適正なのか。 
 
②業務拡大により、看護師の本来の業務である「療養上の世話(患者の症状等
の観察、環境整備、食事の世話、清拭及び排泄の介助、生活指導等･･･)」をよ

り圧迫することにつながり、本来の看護業務が損なわれ、離職防止や復職支援
の妨げになるのではないか。 
 
③看護師が特定行為(38項目)を行う場合、看護師の業務が増加することから、
看護師の業務負担の軽減をめざすべき。 
 

④医療事故における看護師の責任が大きく問われてきている中で、特定行為を
行った看護師を守る法的整備の構築が必要とされる。 
 
⑤実施に向け、医療の質・安全が保障されていないのではないか。 

 導入にあたって、組合は現場の
意見をまとめ、問題点の共有し、
当局と協議・交渉・書面締結等を行
います。 

ま  と  め 
 本来、特定行為は、地域医療の担い手である地域の病院・診
療所において、高齢化社会に対応する在宅医療を推進するため 

「療養上の世話」だけでなく「診療の補助」においても自律的かつ
主体的な看護判断による看護技術の提供を行えることを目的として制度
化されました。 

 まず、医療現場の事業主は、以上のように医師の業務負担を
減らすため看護師の「特定行為」が導入されるわけではないこと
を理解し、さらに、特定行為導入以前に病院内の「チーム医療」
を推進に取り組む必要があります。 

 そして、実質的にすべての看護師が「特定行為」を行える状況
になることは、不慣れな医行為の強制となり、医療事故の発生要
因になるなど、当該病院における安心・安全な医療提供に関わ
る重大な問題につながる可能性を含んでいます。 

 自治労は、以下の懸念と問題点を各医療提供現場と組合でと
共有することで、看護師の「意欲」が「リスク」につながらないよう、
また、より良い医療提供が行えるように取り組みを行います。 
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